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１沿革

上水道創設以前は井戸水を使用していたが、井戸の大部分は鉄分を含有しており俗に言う

「かなけ」質のためろ過して飲料水としていた。

夏季にはしばしば井戸水が枯渇し、また防火用水としての必要性から、昭和２年６月の大

津町議会において上水道敷設が決定された。幾多の曲折を経て昭和３年４月創設の認可を受

け、翌４年１月給水を開始した。

給水人口は１３，０００人、１日最大給水量は１，７５５ｍ３であった。

その後、昭和６年に第１次拡張事業を施行、続いて昭和９年第２次拡張事業を実施し、沈

澱池、貯水池の築造及び急速ろ過装置など施設の整備を図り給水需要に応えた。

町勢の発展と共に隣接村落との合併によって昭和１７年４月市制が施行され、上水道につ

いても産業の発展・人口の増加に伴い水需要はひっ迫の度を加えてきたが、施設拡張を実施

するも水源地の環境が諸工場に囲まれ、拡張する余地がないなど悪条件下にあって水利及び

用地の諸問題が未解決のまま戦時中の渦中に消え実現を見なかった。

戦後急速に復活した給水需要に応えるため、昭和２３年第１次府営水道事業が各衛星都市

の要望により再開され、堺市以南の市町に対し原水補給対策が決定された。本市においても

取水量に不安のある高津町浄水場に原水の補給を受けることとし、取水、沈澱、ろ過、及び

滅菌の各施設を設け、別に大阪府営水道送水管路に接する地点に曽根ポンプ所を新設し、府

営水道の受水体制を確立した。これによって穴師地区など未給水区域に給水するため、総工

費１億３千５百万円をもって昭和２７年３月第３次拡張事業を施行し、その間配水管施設工

事、取水施設及び配水施設の整備を図るなど、昭和３２年拡張事業を完了した。

しかし、この拡張事業は戦後需要の急増に対処できず、このため水源確保が緊急課題とな

り、取水源である大津川上流の槇尾川を水源とする光明池土地改良区管理の農業用灌がい施

設に目を向け、昭和３２年より調査をして近隣市町と協同して関係方面に働き掛けを行って

きたところ、光明池土地改良区との間に了解が成立した。昭和３４年３月基本的な水利協定

の締結をみて実施測量に着手し設計を完了した。和泉市、高石町（現高石市）と共に泉北用

水組合（旧泉北水道企業団）を組織し、その組合議会の議決を経て昭和３５年３月水道用水

供給事業の認可を得た。これによって昭和４９年を目標とする水源が確保できたので、この

泉北用水組合の給水計画に基づいて、昭和３７年８月第４次拡張事業を施行した。この計画

は昭和５０年の給水人口６０，０００人を目標として１日最大給水量２２，８００ｍ３の計画

水量としたが、社会経済の成長によって集団住宅の建設、堺泉北港造成地帯の伸展により水

需要が当初計画水量よりも増加する見通しとなり、昭和４６年拡張事業を一部変更するとと

もに、水源確保については府営水道などに受水増量の要請を行い、一部深井戸築造により自

己水を確保した。

大津川の水質は、上流の下水道普及と浄化処理が困難な中性洗剤の下水が多くなり、浄水

量が漸次減少しつつあり自己水源としてあまり期待できなくなった。また毎年のごとく需要

最盛期に府営水道の受水制限を受けるため、曽根ポンプ所に受水池を築造するなど府営水の

夜間受水を強化し、さらに府営水道４拡南部幹線の受水分岐増設によって受水の確保を図り

給水施設能力の増強を図った。
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昭和４８年全国的な「からつゆ」により本市としては異例の給水対策本部を設置し、生活用

水確保のため日夜苦慮するところとなった。琵琶湖は標準水位を割り、近畿圏に及ぼした水

不足は連日マスコミに社会問題として報じられ水源開発の緊急性が叫ばれた。本市も節水啓

発運動を積極的に推進した。

石油パニック、消費抑制、景気停滞の長期化する中にあって、堺泉北港造成地内の水道施

設整備に関連して第５次拡張事業を総工費１３億１千５百万円で施行、主な工事として汐見

配水場の新設をはじめ、集中設備、配水管整備工事など泉北七区地先の水道施設整備を図っ

た。

また、曽根ポンプ所には計算機設備を導入するなど、各施設の遠隔操作を可能とする一連

の集中管理施設を整備し、昭和５５年３月第５次拡張事業を完了した。

年々、河川の水質汚濁が進み高津町浄水場は取水困難となり、昭和５５年６月から取水を

休止していたが、同地が大津川改修計画区域に含まれるため昭和６１年９月に廃止、新たな

配水場建設予定地を市内板原地区で取得した。

昭和６２年堺泉北港港湾整備事業に伴い、給水区域の拡大が必要となった機会に計画給水

人口及び計画給水量の見直しを行い、府広域的水道事業計画等関連する諸条件を考慮し、目

標昭和７０年度計画給水人口７６，０００人、１日最大給水量４３，７００ｍ３とした第６次

拡張事業計画を申請し、昭和６２年９月認可された。

自己水源である深井戸は、水質の悪化や施設の老朽化、揚水量の減少等があり、当分の間、

大阪府営水道等の受水に依存し、平成２年度から地下水の取水を一時休止した。

平成６年は夏場の記録的な高温、少雨による異常渇水及び琵琶湖の水位低下に伴い、一時

取水制限が実施された。本市としては、異例の渇水対策本部を設置し、取水制限の対応とし

て、新聞折り込みチラシ、広報車による節水の呼び掛け、自治会を通じ節水協力依頼等、節

水啓発運動を積極的に推進した。

平成７年１月１７日未明発生の阪神・淡路大震災において、本市水道施設の被害状況に早

急に対応措置を図るとともに、被災市への応援活動を行った。

平成９年２月策定の水道事業計画基本構想の基本施策に沿って、水道事業整備計画策定業

務を実施し、後世に継承し得る２１世紀の水道システムを目指した中長期整備計画「ＳＨＥ

ＥＰ ｐｌａｎ ２１」を平成１０年２月に策定した。

また、平成９年３月には消防防災部局との共同施設である飲料水兼用耐震性貯水槽を田中

町に設置し、さらに、将来の水需要及び災害等緊急時の応急給水に対応するため、同年６月

中央浄配水場内に耐震構造の５号配水池を築造、総配水池容量が１９，０００ｍ３となり、１

２時間以上の給水量を確保するとともに、平成１０年３月に公道上における石綿管の更新に

ついてはすべて完了したところである。

平成１２年３月には、２基目となる飲料水兼用耐震性貯水槽を助松町二丁目に設置した。

臨海部のなぎさ町をはじめとした急激な人口増加に伴い、平成１３年３月には給水人口を

８１，０００人とする第６次拡張事業の変更認可を受けた。

また、汐見沖地区（フェニックス地区）の埋立事業に伴い、給水区域に編入するため平成

１９年３月に第６次拡張事業の軽微変更を提出した。
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平成１５年度から着手している中央浄配水場更新整備事業は、耐震性の配水池３，０００㎥

１池及び新管理棟が完成するとともに、主要なポンプ設備及び電気設備の設置が終了し、平

成１９年３月から新システムで運転を行い、施設名称も「中央配水場くらしの水センター」

と変更した。

平成２３年３月１１日発生の東北地方太平洋沖地震による東日本大震災や平成３０年６月

１８日発生の大阪北部地震においては、各被災市へ応急給水を行った。また平成３０年９月

４日の台風２１号では、市内各所で停電が発生しこれに伴い各戸給水停止となったが、市役

所及び中央配水場くらしの水センターで延べ１１日間にわたり２４時間応急給水栓を開放し

た。

泉北水道企業団は、より安価な用水供給単価を確保するため施設修繕のみで対応していた

が、用水供給事業の大阪府認可が令和３年３月までであったこと、同府から浄水施設の改善

指示を受けていたこと及び抑制していた施設の全面更新を行った場合多額の費用がかかるこ

とから令和３年３月３１日をもって用水供給事業をやめ解散することになった。

令和６年１月１日発生の能登半島地震においては、穴水町に応急給水、能登町に応急復旧

調査を行った。

令和７年１月２３日に大阪広域水道企業団との間で「水道事業の統合に向けての検討、協

議に関する覚書」を締結した。水道事業が直面する課題解決に向けて、広域化による運営基

盤の強化を図ることで、将来にわたり安全・安心な水道水を安定的に届ける体制づくりをめ

ざす。
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２ 拡張事業の概要

平成 平成

事 業 名
認      可

年 月 日

認可変更

836,470

第 ６ 次

19.3.27

22.3.31

22.3.31

第 ４ 次

拡張事業

拡張事業

32.3.31 135,501

昭和

竣      工

千円

起      工

拡張事業

第 ２ 次

3.4.10

43,700

(39,802)変更届出

第 ６ 次

拡張事業

認可変更

創 設

第 ６ 次

40.3.26

昭和

拡張事業

第 １ 次

第 ５ 次

6.6.19

9.3.31 9.5.10

26.5.11

第 ４ 次

基 本 計 画

１日１人
最大給水量

１日最大
給 水 量

給水人口

昭和 ｍ
３人 ℓ

135 1,75513,000

年 月 日

4.1.15 125

年 月 日

7.3.186.9.21

事 業 費

3.7.12

9.8.30

認可変更

拡張事業

第 ３ 次

1,755

29

180,000

270

13524 13,000

13513,000 1,755

380 22,80060,000

28,000 7,560

第 ４ 次

27.3.10

37.4.1

435

(79,152)

541

(503)

10,610,00013.3.19 13.4.1

19.4.1
81,000

65.4.1 67.3.31

87,816

450,000 43587,816

575

37.4.1

48.6.1

43,70076,000871,000

37.3.31 41.3.31

43,70054181,000

平成

62.9.24

48.1.11 55.3.31 47,250

38,200

38,20042.2.25

46.3.31

46.3.31

5251,876,287 90,000

37.4.1

566,950
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水道事業のあゆみ

年  ・ 月

昭 3 . 4 大津町上水道事業創設認可受く

【河合角太郎町長】

3 . 7 大津町営上水道敷設工事着手

4 . 1 工事竣工高津町浄水場において通水式挙行

6 . 6 第１次拡張事業着手　翌７年3月完了

6 . 8 大津町、穴師村、上条村合併　新「大津町」

成立

【河合角太郎町長】

【八木峯太郎町長】

9 . 5 第２次拡張事業着手　　同年８月完了

【藤井常次郎町長】

【吉田慶治郎町長】

【八木德太郎町長】

17 . 4 市制施行、泉大津市誕生

【八木德太郎市長】

【角谷　進　市長】

【前山徳太郎市長】

【納谷長三郎市長】

【安井伊三郎市長】

27 . 3 第３次拡張事業着手　３２年３月完了

事業費135,501,000円　計画給水人口28,000人

30 . 曽根ポンプ所受配水池500㎥２池築造　　

32 . 4 府営水道受水（府第２拡事業）

【久保泰雅市長】

35 . 泉大津市・和泉市・高石町による泉北用水

組合設立

36 . 4 地方公営企業法改正、同法財務規定等適用

37 . 4 泉北水道受水開始

37 . 8 第４次拡張事業着手　４１年３月完了

事業費180,000,000円　計画給水人口60,000人

37 . 冬期 異常渇水府営水道受水制限受く

38 . 9 曽根ポンプ所内受配水池500㎥１池築造　　

38 . 夏期 穴師地区水圧低下、給水車配備

38 . 11 地方公営企業法全部適用

39 . 3 高津町浄水場プレロード式円形配水池

1000㎥１池築造

39 . 4 指定金融機関等と公金取扱契約締結

39 . 夏期 市全域水圧低下、穴師地区断水

39 . 10 曽根ポンプ所プレロード式円形受配水池

1,500㎥１池築造 深井戸２基完成

40 . 3 ４拡経営変更事業着手 46年３月完了

事業費450,000,000円 計画給水人口87,816人

40 . 9 水道料金集金委託制度採用

事 業 等 制 度 等
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41 . 7 高津町浄水場 寿深井戸各１基完成

【茶谷德松市長】

42 . 3 曽根ポンプ所計測設備装置完成

42 . 夏期 異常渇水穴師地区一部断水

42 . 11 水道料金計算事務電算委託する

43 . 3 曽根ポンプ所電力設備工事完成

45 . 9 豊中受水所深井戸渇水工事完成

46 . 3 曽根ポンプ所受配水池１池2,000㎥２池完成　　 府営水道 ４拡

46 . 4 隔月検針制度採用、口座振替制度採用

46 . 8 曽根ポンプ所受配水池１池2,000㎥１池増設　　

47 . 3 曽根ポンプ所受配水池１池2,000㎥１池増設　　

47 . 4 泉大津管工事業協同組合設立

47 . 7 水道料金等改正（平均45.4％）

加入金制度採用

48 . 2 第５次拡張事業調査実施

48 . 3 高津町浄水場塩素滅菌設備完成

48 . 4 水道事業所を水道局に組織変更

48 . 6 第５次拡張事業着手55年３月完了

事業費1,315,000,000円 計画給水人口90,000人

48 . 7 豊中受水所施設用地取得72.74㎥

同建物築造

48 . 夏期 異常渇水、市渇水対策本部設置

49 . 3 曽根ポンプ所配水施設用地造成

49 . 4 下水道使用料徴収・収納事務委託協定書締結

50 . 3 豊中受水所計装設備完成

（曽根ポンプ所から遠隔操作可能となる）

51 . 1 水道料金等改正（平均58.8％）

51 . 10 汐見配水場受配水池2,500㎥完成

52 . 3 泉北７区地内集中検針設備工事完成

52 . 5 水道料金隔月徴収実施

52 . 12 曽根ポンプ所監視室整備工事完成

52 . 12 汐見配水場、配水ポンプ計装設備完成

53 . 3 曽根ポンプ所資料管理室改築

53 . 3 曽根ポンプ所機械計装設備自動制御設備完成

53 . 5 汐見配水場稼動

53 . 6 水道料金改正（平均35.3％）

53 . 夏期 異常渇水、府営水道10％取水制限

54 . 1 府営工業用水道へ41社中39社転換す

54 . 3 汐見配水場内資材倉庫築造

54 . 8 曽根ポンプ所上水道計算機導入 水圧モニター市内５箇所設置（配水圧力一定化）

55 . 3 曽根ポンプ所原子吸光々度計設置

曽根ポンプ所、汐見配水場無停電々源設備 泉大津市新庁舎完成、水道局新庁舎へ移る

完成、汐見配水場ポンプ設備増設

55 . 6 大津川水質悪化、高津町浄水場一時取水休止

55 . 7 水道料金等改正（平均23.48％）
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56 . 3 汐見配水場高圧受電設備完成 【仲井眞二市長】

泉北７区地内集中検針設備完成

57 . 3 汐見配水場ポンプ設備完成

58 . 3 汐見配水場受配水池（2,500㎥）完成 １日最大配水能力5,000㎥になる

曽根ポンプ所防災設備及び火災報知機設置

58 . 4 水道料金計算業務オンライン化

59 . 3 汐見配水場場内整備工事完成

曽根ポンプ所流入管布設工事完成

59 . 4 財務会計電算化

泉北環境整備施設組合下水道使用料徴収・

収納事務委託協定書締結

59 . 10 琵琶湖異常渇水。府営水道10％取水制限、

泉北水道水源枯渇、市渇水対策本部設置

59 . 11 異常渇水続行、府営水道20％取水制限

60 . 3 曽根ポンプ所水質試験室整備工事完成 府営水道の給水制限緩和及び全面解除に

曽根ポンプ所配水ポンプ設備増強 伴い市渇水対策本部解散

61 . 3 水質試験室ガスクロマトグラフ設置

曽根ポンプ所第１ポンプ室整備

小津島監視所完成

61 . 4 水道料金等改正（平均15.7％）

61 . 9 高津町浄水場廃止

61 . 10 琵琶湖異常渇水、府営水道10％取水制限

61 . 11 異常渇水続行、府営水道20％取水制限

62 . 1 府営水道取水制限10％に緩和

62 . 2 府営水道取水制限全面解除

62 . 9 第６次拡張事業許認可 計画給水人口76,000人

62 . 10 泉北６区内給水開始

63 . 1 曽根ポンプ所を中央浄配水場に名称変更

63 . 3 小津島監視所計装設備工事完成

63 . 5 小津島監視所稼動

【亀岡数一市長】

63 . 12 消費税法施行

平 元 . 4 消費税３％を適用

2 . 3 中央浄配水場受電設備工事完成

2 . 4 自己水（深井戸）全面取水休止

【茶谷輝和市長】

4 . 11 汐見資材倉庫管理事務所工事完成

5 . 12 新水質基準施行（同、共同検査体制発足）

6 . 3 財務会計システム単独導入

6 . 4 水道料金等改正（平均21.77％）

6 . 5 泉北水道異常渇水

6 . 7 高度処理水（府村野系27.5万㎥）送水開始

6 . 8 琵琶湖異常渇水。府営水道10％取水制限

渇水対策調整会議設置
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6 . 9 渇水対策本部設置

異常渇水続行、府営水道15％取水制限

　　　　〃　　　　　　　〃　　20％　　〃

府営水道取水制限15％に緩和

6 . 10 府営水道取水制限全面解除

高度処理水（府村野系55万㎥）送水開始

7 . 1 １月17日阪神・淡路大震災発生 被災地への応援活動

漏水等市内被害状況 宝塚市（給水応援）１/20～２/３

（本管系7件、給水管施設128件） 豊中市（漏水修理応援）１/21～１/23

西宮市（漏水修理応援）２/７～２/14

7 . 3 中央浄配水場計算機システム更新工事完成

7 . 4 アクアネット大阪運用開始

7 . 10 料金システム単独導入

8 . 4 ハンディーターミナル導入 公認業者（15業者）による市内漏水修理体制開始

8 . 8 O-157対策関連受水槽残留塩素測定実施

9 . 1 異常低温（1/22）

9 . 3 消防防災部局との共同施設である飲料水兼用

耐震性貯水槽（100㎥）を田中町地内に設置

完成

9 . 4 消費税法改定（３％→５％）

9 . 6 耐震性５号配水池（3,000㎥）完成

10 . 2 中長期整備計画「ＳＨＥＥＰ ＰＬＡＮ 21」の策定

10 . 3 消費税導入に伴う水道料金改定

改正水道法施行（指定工事店制度等改正）

10 . 7 府営水道高度浄水処理水の全量供給開始

11 . 2 自動検針システム導入

11 . 12 管工事の材料調達を支給材料方式から請負

業者調達材料方式に変更

12 . 3 消防防災部局との共同施設である飲料水兼用

耐震性貯水槽（100㎥）２号基を助松町二丁目

地内に設置完成

12 . 9 渇水により琵琶湖・淀川水系で10％の取水制限

渇水対策調整会議設置

取水制限の解除

12 . 12 水道施設運転管理業務一部委託

13 . 3 第６次拡張事業（第１回変更認可）

計画給水人口81,000人、自己水（深井戸）廃止

13 . 4 諸証明手数料改正

13 . 10 機構改革により水道局と下水道部が統合し、

上下水道局となる

16 . 4 新水質基準施行（46項目から50項目）

16 . 6 耐震性６号配水池（3,000㎥）完成 厚生労働省「水道ビジョン」公表

【神谷昇市長】

18 . 6 泉大津市水問題懇話会設置
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18 . 8 コンビニ（全国）収納・郵便局（近畿２府４県）

直接納付開始

18 . 12 中央浄配水場　新管理棟完成

19 . 3 第６次拡張事業　変更届出 中央浄配水場を「中央配水場　くらしの水セン

汐見沖地区を給水区域に編入 ター」に名称変更

くらしの水センター　新システム稼働

19 . 4 検針・収納業務（開閉栓業務を除く）を委託

20 . 4 水道料金等改正（平均13.0%）

検針・収納業務（開閉栓業務を含む）を委託

21 . 7 助松埠頭、小松埠頭、松之浜埠頭、汐見埠頭

及び汐見沖地区の難検針場所での無線検針

導入

22 . 4 府営水道料金値下げ　

22 . 10 福祉施設用料金を新設

23 . 3 ３月11日東北地方太平洋沖地震発生 被災地への応援活動

大船渡市  （給水応援）  1/25 ～ ４/１

23 . 4 大船渡市  （給水応援）  ４/14 ～21

大阪広域水道企業団設立　

23 . 5 陸前高田市  （給水応援）  ５/４ ～11・ 24～31 

24 . 4 水道料金等改正（平均13.0%）

機構改革により、上下水道局と都市政策部が統

合し都市政策部に、水道業務課と水道工務課が

統合し水道課になる。

24 . 7 泉大津市水問題懇話会解散

25 . 1 【伊藤晴彦市長】

25 . 3

耐震性受水管布設替工事

（大阪広域水道企業団豊中分岐φ400ｍｍ）完成

25 . 4 大阪広域水道企業団水道料金値下げ　

26 . 4 改正地方公営企業法施行 地方公営企業経理大幅改正

泉大津市水道事業ビジョン作成(７月公表) 加入金、水道料金、メーター使用料消費税を外

税へ改正

消費税法改定（５％→８％）

26 . 11 中央配水場くらしの水センターの１号配水池から

４号配水池の耐震補強工事を順次施工

28 . 2 中央配水場くらしの水センターの１号配水地から

４号配水池の耐震補強工事完了

29 . 1 【南出賢一市長】

29 . 6 中央配水場くらしの水センターの１号配水池から

４号配水池の外面補修工事を順次施工

29 . 10 配水池の外面補修工事完了

30 . 4 機構改革により、お客さまサービス係と給水装置

係を統合し、サービス係になる。

大阪広域水道企業団水道料金値下げ　

給水装置窓口業務を委託

６号配水池緊急遮断弁設置工事（φ500ｍｍ）完成
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30 . 6 ６月18日大阪北部地震発生 被災地への応援活動

箕面市  （給水応援）  ６/18

30 . 9 ９月４日台風21号上陸 暴風により中央配水場くらしの水センター５号

配水池屋上防水シート一部破損

市内各所停電発生（中央配水場は停電区域外）

により一部建物受水槽の電動ポンプ停止し、各

戸給水停止発生（中高層住宅の一部）

市役所で応急給水活動　９/４夕方～９/５午後

５時24時間対応

中央配水場くらしの水センターで応急給水栓

開放　９/５午後５時～９/14午後５時24時間対応

31 . 3 経営戦略作成・３月公表

令 元 . 6 Ｇ20大阪サミット開催 水道施設警備強化

元 . 10 消費税法改定（８％→10％）

改正水道法施行 指定給水装置工事事業者の更新制度５年施行

指定給水装置工事事業者の指定更新手数料追加

2 . 4 新型コロナウイルス感染症の支援対策として、家事用

・一般用・公衆浴場用の水道料金基本料金全額減免

（令和２年６月～11月検針分）

2 . 5

2 . 7 大阪広域水道企業団用水供給料金軽減（４月～　

７月検針分）

3 . 2

3 . 3 用水供給元大阪広域水道企業団へ全量切替

3 . 4

3 . 7

3 . 8

3 . 9

4 . 7 ２トン給水車納車

6 . 1 1月1日能登半島地震発生 被災地への応援活動

穴水町  （給水応援） 1/15 ～ 1/19

穴水町  （給水応援）  2/8 ～ 2/12

穴水町  （給水応援）  2/24 ～ 2/28

能登町  （応急復旧調査） 3/16 ～ 3/22

7 . 1 大阪広域水道企業団、泉大津市、箕面市、羽曳野市

及び門真市で「水道事業統合に向けての検討、協議

に関する覚書」締結

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（大阪府）

新型コロナウイルス感染症緊急事態解除（大阪府）

泉北水道企業団解散／用水供給終了

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（大阪府）

新型コロナウイルス感染症緊急事態解除（大阪府）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（大阪府）

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言（大阪府）

新型コロナウイルス感染症緊急事態解除（大阪府）

新型コロナウイルス感染症緊急事態解除（大阪府）
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４ 事業規模の推移及び概要

職員数は、会計年度任用職員を含む。

1,654,221,006

7.5

1,629,954,177

△ 2.5

1,542,337,170

17―

385,796,500

△ 481,863,634

867,660,134

―

188.85

183.64△ 0.1

0.7

550,642,100（円）

（円）

（円）

（円）

23,566

93.61.3

△ 4.6

1,513,764,397

93.9

△ 4.2

1,060,687,842

△ 2.3

21,933

302

70,459,188

37.5

301

△ 0.3

△ 0.1

―

△ 12.9

△ 2.5

（円）

２０．

２５．

（円）

（円） 183.81

１９．

供 給 単 価

18（人）２６．

２１．

２２．

職 員 数

２３．

２４． 182.50

△ 510,045,742

―

資 本 的 収 入

資 本 的 支 出

資 本 収 支 の 差

不 良 債 務 額

給 水 原 価

140,456,609

１８．

１ 日 平 均 配 水 量

（円）

（円）

（ｍ
３
）

有 収 率

１ 日 最 大 配 水 量

１ 人 １ 日 最 大 配 水 量

当期（純利益、△純損失）

１７．

（ℓ）１ 人 １ 日 平 均 配 水 量

１２． （％）

（ｍ３）１３．

１４．

１５．

１６．

水 道 事 業 費 用

水 道 事 業 収 益

（ｍ
３
）

（ℓ）

配 水 量 （ｍ
３
）

９．

0.2

１１． 有 収 水 量

8,032,249

8,029,306

１０．

266,162

43,700

7,726,436

7,540,590

８． 全 管 路 延 長

７．

（ｍ）

１ 日 配 水 能 力 （ｍ３）

有 効 水 量 （ｍ３）

△ 5.5

△ 18.2

△ 29.9

1.9

△ 1.5

△ 0.6

―

△ 0.1

3.5

―

△ 0.3

0.3

△ 49.8

1.1

△ 0.0

1.6

0.3

21,938

320

△ 0.6

―

23,307

267,029

―

△ 0.3

△ 1.2

―

△ 0.8 7,493,707

325

7,677,868

43,700

△ 2.2

△ 2.2

8,005,694

△ 0.3

△ 0.3

４．

５．

６． 取 水 量

普 及 率

8,032,249

8,008,620

8,008,620

自 己 水

給 水 戸 数

大阪広域水道企業団 （ｍ３）

（２） 受 水

100.0

37,771

100.0

37,048

―

72,921

△ 0.5

8,008,620

――

8,032,249

0.7

△ 2.2

△ 0.3

―

伸 率 ％
６　年　度

対 年 度

△ 0.3

（１）

△ 2.2

対 年 度

（％）

（ｍ３）

（戸）

（ｍ
３
）

（ｍ
３
）

81,000

72,921

（人）

（人）行 政 区 域 内 人 口

計 画 給 水 人 口

2.0

△ 0.3

△ 0.572,556

―

―

３．

５　年　度
年 度

72,556

81,000―

（人）

伸 率 ％

給 水 人 口

項 目

１．

２．
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５ 水道料金の変遷

項目

用途別

～ ～
～ ～
～ ～

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

～

～
～
～
～

～
～
～
～
～

臨 時 用 1 320 １   ｍ３    を
超 え る 分

350 1

１ 栓 １ 回

料金改定率

450 １   ｍ３    を
超 え る 分

450

％

1,250
防火演習用 １０分以内 １０分以内

35.3
％

23.48

私設消火栓 １ 栓 １ 回
1,000

営 業 用

20

501 1,000 225

1,800 20 2,500
51 100 180

101 500 200

21～30

31～50

 51～100

101～500

501以上

240

公衆浴場用 300 15,000
601以上 60

300

1,001 以上 240

15,000
601以上 60

(湯屋用） 600 30,000 600 30,000

110

130

150

160

175

21 30 130
31 50 160

160

30 3,000 30 4,200
51 100 180

101 500 200
501 1,000 225

官 公 署 31～50

 51～100

101～500

501以上

140

150

160

175

31 50

学 校 用

病 院 1,001 以上

一 般 用

9 20 85 9
30

31 50 130 31 50
51

21

130 51 以上

8 540
21 30 105

165

125
160

115
31 50 120 31

90

15050

101 以上 160 101 500 200
501 以上 225

20 105

100 150 51 100 180
8 720

400
9 20 75

8 480
9 20

円 ｍ３

21 30 95 21 30
家 事 用

ｍ３ 円 ｍ３
（１ｍ３につき）

円
ｍ３

年 昭和５３年６月１日改正 昭和５５年７月１日改正

基 本 料 金 超 過 料 金 基 本 料 金 超 過 料 金

水 量 料 金水 量 料 金 水 量 料 金 水 量 料 金

51 以上

（１ｍ３につき）
円

8
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項目

用途別

～ ～
～ ～
～ ～

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

※18000

※36000

～ ～
～ ～
～ ～
～ ～
～ ～

※ただし、公衆浴湯用の基本料金及び超過料金の額は、平成8年4月1日から
　 18,000円→21,000円、36,000円→42,000円、70円→80円となります。

防火演習用 １ ０ 分以内 １ ０ 分以内

310

料金改定率 15.7
％

21.77
％

1,500

臨 時 用 1 500 １   ｍ３    を
超 え る 分

540 1 500

私設消火栓 １ 栓 １ 回
1,500

１ 栓 １ 回

2953,600

１   ｍ３    を
超 え る 分

560

245
101 500 235 101 500 275

1,001 以上

190
31 50 185 31 50

100
225

21 30 155 21 30

501 1,000

20
51

275 1,001 以上

51 100 205

501 1,000 260

公衆浴場用 300 15,000
601以上 60

営 業 用 3,000

20

300

(湯屋用） 600 30,000 600

315

501 以上 260 501 以上 295

18,000
601以上 ※70

1,001 以上 275 1,001 以上

36,000

学 校 用 101 500 235 101 5005,150 6,200
100

官 公 署 31 50 185 31 50

30
51 100 205

30
51

病 院

180
31

245
275

501 1,000 260 501 1,000 300

500 275

225

101 500 235 101

一 般 用 880 1,100
245

9 20 120 9 20

50 185 31 50 225
51 100 205 51 100

150

8
21 30 145

8
21 30

230
50 20031 50 165 31

8 570 740
9 20 105

51 以上 190 51 以上

20
130 30 165

ｍ３ 円 ｍ３

水 量 料 金 水 量 料 金 水 量 料 金

130

ｍ３
（１ｍ３につき）

円

8
9

2121 30

（１ｍ３につき）
円

年 昭和６１年４月１日改正 平成６年４月１日改正

基 本 料 金 超 過 料 金 基 本 料 金 超 過 料 金

水 量 料 金

家 事 用

ｍ３ 円
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項目

用途別

～
～
～

～
～
～
～
～

～
～
～
～

～
～
～
～
～

13.0
％

料金改定率 △3.12
％

臨 時 用 1 485 １   ｍ３    を
超 え る 分

543

1,527

0 630 全水量 606

私設消火栓 １ 栓 １ 回
1,455

１ 栓 １ 回

防火演習用 １ ０ 分以内 １ ０ 分以内

31 50 218

20

0 20,318
  1～ 300

301～1,000
1,001 以上

42
64
78

51

3,492

21 30 184

501 1,000 286

1,001 以上 300

公衆浴場用 300 20,370
601以上 77

100 237
101 500 266

(湯屋用） 600 40,740

営 業 用

30
51 100 237

113
200
233
269
311
337
354

学 校 用 101 500 266
501 1,000 291

10

20

30

50

100

300

1,000

官 公 署

病 院 1,001 以上 305
1,001 以上 377

371

6,014 3,631

1

11

21

31

51

101

301

～

～

～

～

～

～

～

0

31 50 218

一 般 用 1,067 490

1

11

21

31

51

101

301

～

～

～

～

～

～

～

10

20

30

50

100

300

1,000

1,001 以上501 以上 286

050 218
51 100 237

101 500 266

8
21 30 174

021

31

107

184

216

264

306

329

348

9 20 145

（１ｍ
３
につき）円

717 378

1
6
11
21
31
51
101
301

～
～
～
～
～
～
～
～

5
10
20
30
50
100
300

1,000

39
40

179
213
258
303
329
348

194

1,001 以上 371

円 ｍ３

水 量 料 金 水 量 料 金 水 量 料 金 水 量 料 金

家 事 用

ｍ３ 円 ｍ３
（１ｍ３につき）

円
ｍ３

51 以上 223

8
9

30 160
31 50

20 126

年 平成１０年４月１日改正 （消費税及び地方消費税抜き） 平成２０年４月１日改正（税込）

基 本 料 金 超 過 料 金 基 本 料 金 超 過 料 金
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項目

用途別

％
料金改定率 13.0

私設消火栓 １ 栓 １ 回
1,455

１ 栓 １ 回

防火演習用 １ ０ 分以内 １ ０ 分以内
1,527

福祉施設用

当該施設の入所定員に７立方メートルを乗じて得た水

量（以下この表において「施設水量」という。）までの分

入所定員１人につき７立方メートルの水量を使用したも

のとみなして、家事用の項に規定する計算方法により得

られた額の合計額

施設水量を超える分　一般用の項超過料金（１立方メー

トルにつき）の欄に規定する計算方法により得られた額

当該施設の入所定員に７立方メートルを乗じて得た水量

（以下この表において「施設水量」という。）までの分　入所

定員１人につき７立方メートルの水量を使用したものとみな

して、家事用の項に規定する計算方法により得られた額の

合計額

施設水量を超える分　一般用の項超過料金（１立方メート

ルにつき）の欄に規定する計算方法により得られた額

臨 時 用 1 630 全水量 606 0 690 全水量 606

公衆浴場用
0 20,318

  1～ 300
301～1,000
1,001 以上

42

64

78

0 20,318
  1～ 300

301～1,000
1,001 以上

42
64
78(湯屋用）

官 公 署

0 0学 校 用

病 院
1,001 以上 377 1,001 以上 455

10

20

30

50

100

300

1,000

113

210

245

291

355

380

405

0 0

1,001 以上 371 1,001 以上 426

3,631

1

11

21

31

51

101

301

～

～

～

～

～

～

～

10

20

30

50

100

300

1,000

113

200

233

269

311

337

354

4,188

1

11

21

31

51

101

301

～

～

～

～

～

～

～

10

20

30

50

100

300

1,000

113
210
245
291
367
397
420

一 般 用 490

1

11

21

31

51

101

301

～

～

～

～

～

～

～

10

20

30

50

100

300

1,000

107

184

216

264

306

329

348

590

1

11

21

31

51

101

301

～

～

～

～

～

～

～

家 事 用

ｍ３ 円 ｍ３
（１ｍ３につき）円 ｍ３

39

40

205

240

284

303

0 0

1,001 以上 371 101 以上 329

～
～
～
～
～
～

5
10
20
30
50
100

円 ｍ３
（１ｍ

３
につき）円

378

1
6
11
21
31
51
101
301

～
～
～
～
～
～
～
～

5
10
20
30
50
100
300

1,000

39
40

179
213
258
303
329
348

446

1
6
11
21
31
51

水 量 料 金

年 平成２２年１０月１日改正（税込） 平成２４年４月１日改正（税込）

基 本 料 金 超 過 料 金 基 本 料 金 超 過 料 金

水 量 料 金 水 量 料 金 水 量 料 金
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項目

用途別

料金改定率 ―

福祉施設用

当該施設の入所定員に７立方メートルを乗じて得た水

量（以下この表において「施設水量」という。）までの分

入所定員１人につき７立方メートルの水量を使用したも

のとみなして、家事用の項に規定する計算方法により得

られた額の合計額

施設水量を超える分　一般用の項超過料金（１立方メー

トルにつき）の欄に規定する計算方法により得られた額

臨 時 用 0 657 全水量 577

私設消火栓 １ 栓 １ 回
1,454

防火演習用 １ ０ 分以内

公衆浴場用
0 19,350

  1～ 300
301～1,000
1,001 以上

40
60
74

(湯屋用）

3,988

1

11

21

31

51

101

301

1,001 以上

～

～

～

～

～

～

～

10

20

30

50

100

300

1,000

107

200

233

277

349

378

400

官 公 署

0学 校 用

病 院

433

一 般 用 561

1

11

21

31

51

101

301

～

～

～

～

～

～

～

10

20

30

50

100

300

1,000

101 以上 313

水 量 料 金 水 量 料金

1
6
11
21
31
51

～
～
～
～
～
～

107

200

233

277

338

361

385

0

1,001 以上 405

家 事 用

ｍ３ 円 ｍ３
（１ｍ３につき）円

424

5
10
20
30
50
100

37
38

195
228
270
288

0

年 平成２６年４月１日改正（税抜）

基 本 料 金 超過料金
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６ 加入金の変遷

円 円 円 円 円 円

6,982,500円

市長が
別に定める

    別に定める
市長が

円

円20,265,000

円

円

747,600

円

２０㎜以下

円

円

100,000

円

円

712,000 円

1,180,000970,000 円円

247,800

1,239,000

円 円

―

円

―

メ ー タ ー の

 口            径

１３㎜

４０㎜

３０㎜

２５㎜

９ 月 １ 日 改 正

昭 和 ５ ９ 年

―

２０㎜以下

１５０㎜

    別に定める

７５㎜

4,500,0004,080,000 円１００㎜

２０㎜

円

２００㎜以上

市長が

５０㎜

市長が

2,030,000

150,000

円

円

450,000

770,000

90,000

円

円

    別に定める

2,200,000

昭 和 ６ １ 年

４ 月 １ 日 改 正

２０㎜以下
149,100

円

369,600

170,000 200,000

116,000

194,000

582,000

平成２６年
（税抜）

４月１日改正

２０㎜以下
142,000

236,000

352,000 円

円

円

― 円

円

４ 月 １ 日 改 正

２０㎜以下

平成２０年

２０㎜以下

４月１日改正

平 成 ６ 年
（税込）（税抜）

平成１０年

４月１日改正

120,000

円

2,500,000

円500,000 600,000

円

円

19,300,000 円

2,425,000

5,432,000

市長が
別に定める

円円

市長が
別に定める

円

円

1,000,000850,000

5,600,000

2,960,000 円

6,650,000

3,108,000
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７ メーター料金の変遷

円

１００㎜

１５０㎜

７５㎜

円

円

円

円４０㎜

２５㎜

３０㎜

150

75

２０㎜

―

300

１か月につき使用料金

円140

１か月につき使用料金

（税抜）

円72

平 成 １ ０ 年
４月１日改正

87

169

平 成 ２ ０ 年
４月１日改正

１か月につき使用料金

（税込）

円

円145

口径

円

料金 昭和５１年１月１日改正

１３㎜

５０㎜

円

円

円

円

1,874

4,200

円円

円4,919

3,0452,600

2,100

4,074

1,600 円 1,552

2,522

円

2,037

円

円145 175

円

352

233

2,460

291

―

円

円

平 成 ２ ６ 年
４月１日改正

（税抜）

１か 月 に つ き 使用 料金

82 円

160

円

4,684 円

221 円

335 円

1,784 円

2,342

2,900

円

円

166 円

円

円

円
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８ 手数料の変遷

指 定 手 数 料

改造工事

口径５０㎜以上

諸 証 明 手 数 料

道 路 占 用 又 は
掘 削 申 請 手 数 料

20,000

1,500

12,000

15,000

300
（13年4月改正）

府 道

国 道

１件について 据　　　置

廃　　　止

円

１件について

１件について

改造工事

3,000

1,500

―

円1,000

4,000 円

口径１３㎜

口径２５㎜

口径２０㎜

１件について

口径４０㎜

円

円

5,000 円

据　　　置

据　　　置

6,000 円

円

円

円

据　　　置円

据　　　置

種 別 区 分

口径１３㎜

１件について
設 計 手 数 料

ただし、設計金額が１万円
を超えるものは設計金額の

口径３０㎜ 円

10,000

8,000

口径３０㎜

し ゅ ん 工 検 査 手 数 料
（１給水装置につき）

口径２０㎜

口径５０㎜以上

（１給水装置につき）

円10,000

7,000

―

円

円

円2,000

令和元年

10月改正

据 置

据　　　置

平成２０年

４月改正 ４月改正

据 置

平成１０年

円300

％3

円3,000口径２５㎜

設 計 審 査 手 数 料

口径４０㎜

据　　　置

― 円 10,000 円

据　　　置

据　　　置

据　　　置

指 定 更 新 手 数 料 １件について ― 円

据　　　置

据　　　置

据　　　置

据　　　置

1,000 円

円

円
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